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実施報告

「どうする！？生活困窮者のペット飼育問題」
〜社会福祉と動物福祉の連携の未来を考える会〜

2023 年 2 月 24 日に、行政担当者、市議会議員、社会福祉、
動物福祉関係者のみなさまにお集まりいただき、生活困窮者
支援事業の成果報告会を実施しました。生活困窮者のペット
飼育問題は、その背景に複数の問題が存在しており、一つの
機関だけで解決できるものではありません。各関係機関が立
場を超えて連携し、協力しあうことではじめて解決へと向か
うものと考えています。今回は、参加者それぞれが知見を持
ち寄り、具体的な解決策を見出すきっかけとなるよう、ケー
ススタディもふまえた報告会を実施しました。

日時：2023 年2月24 日 13:00〜15:00 / 場所：ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ / 参加者：45 名

1. 生活困窮者支援事業の概要説明と地域包括アンケート調査の報告
2. 生活困窮世帯のペット飼育支援の事例紹介（5ページ 事例01 Aさん・10ページ事例05 Fさん）
3. ワークショップ
　参加者それぞれの経験や知見から、2 件の事例に関して「生きづらさ・困りごと・課題」を想像し、また、それらに対
する解決策を考えるワークショップを実施。6 グループに分かれ、模造紙に付箋を貼り付けながら意見を出し合いました。

＜生きづらさ・困りごと・課題＞
●精神科を受診すれば障害年金を受給できたり、引きこも

り支援センターなどの利用も可能だが、本人が情報を知
るきっかけがなく、心の余裕もない

●どこに相談すればいいかわからない
●本人が困りごとを把握、自覚できていない
●不妊去勢について知らない、しない
●劣悪な環境で飼育する、病気にかかっている動物を受診

させないのは動物虐待
●一旦改善しても、同様のことを繰り返す可能性がある
●悪臭問題などで近隣との関係も悪化し、さらに孤立化が

進む

＜解決策＞
●広報の強化、事例集の作成
●飼い方指導、健康セミナーの実施
●子どもたちの教育
●相談しやすい窓口の設置
●基幹相談支援サテライト、福祉まるごと支援員、民生委

員の活用
●子ども・若者総合支援センター「エールぎふ」の動物福

祉版の設置
●生活保護にペット飼育費を加算
●不妊去勢手術費用の助成を家猫にも拡充
●自治会に動物の困りごと担当を設置

＜生きづらさ・困りごと・課題＞
●本人が問題と思っていない
●周囲から孤立していて、話せる人がいない
●どこに相談すればいいのかわからない
●利用できる福祉サービスがわからない
●動物のエサ代、病院代にお金がかかるが、年金生活でお金がない
●本人が亡くなった後のペットの将来が心配
●援助できる人がいなければ高齢者でペットを飼うのは難し

いが、ペットが心のよりどころになっている

＜解決策＞
●見守り活動や事前対策の強化
●行政の相談窓口の整備（ペット問題の相談窓口）
●ペットと暮らせる福祉施設の設置（空き家バンクの活用？）
●ペットを飼っている高齢者の公的支援サービスの設置
●介護ヘルパーの生活援助項目に「ペットの世話」を追加
●日常生活自立支援事業の活用
●介護や生活保護の制度からはずれる部分の助成検討
●地域包括支援の活用

事例 05 に対する意見事例 01 に対する意見

プログラム内容
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・活発な意見交換がなされ、有意義な時間だった。
・困難者が置き去りにならないよう支援を行う大切な課題だと思った。
・社会福祉が介入するきっかけとして、動物福祉は重要なシグナルだと改めて感じた。

【Q2 の具体的意見】
人件費の捻出が課題／ 1 回で終わらせないために、地域で行うなど実行する場所を広げていく必要がある／いろいろな
立場の方と、現状の課題や解決方法を共有していくことが大切／関係機関、福祉、行政、動物医療との連携を強くして
いく必要がある／声を上げない当事者も多いため、地域包括支援センターや民生委員などのアウトリーチ活動も大切／
今回のような事例を知ってもらうために、さらなる情報発信が必要／生活困窮支援は重大な問題であり、最近特に多い
のが高齢者の入所や、孤独死にて置きざりになってしまった子達に関する依頼。他県の情報なども知りたい。

福祉支援制度の狭間にあるこの問題においては、要支援者の生活状況によって支援の方法も様々です。ペットの存在が
要支援者の QOL を保っているケースも多く、人と動物を切り離せば問題解決に至るかというと、そうとは限りません。
生活を立て直すまでの支援や入院中の支援、または、そうなる前の予防的支援等を福祉支援制度のメニューに加えても
らうことができれば、他の福祉支援者の負担軽減にもなることをこの報告会を通じて強く思いました。

参加者アンケート結果

参加者の感想（一部抜粋）

報告会をふりかえって

Q1. このような取り組みの継続は必要だと思いますか？ Q2. 継続するための課題はなんだと思いますか？ （重複あり）

資金

連携

周知・情報発信

制度・法整備

思い

その他

やや思うやや思う
66

思う思う
2727

その他
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共通する問題構造

　ここまで挙げた、調査、事例報告から、生活困窮者のペッ
ト飼育問題に関する構造化を試みた。
　本人の怪我・病気・認知症等、グレーゾーンを含む精神
障害・発達障害、家庭環境・親族関係等の要因によって、
生活困窮者の基礎的課題となる、生活力・判断力の低下、
経済的困窮、社会関係の希薄化・孤立化が発生する。
　適正に飼育できていた人でも、生活力・判断力が低下す
れば、問題が発生することもある。社会的孤立＝頼る人が
いない状況は、いざというときに預けられる先がない状態
を引き起こす。さらに、社会的孤立は、野良猫等に癒しを
求める動機づけを高めるが、経済的困窮により不妊去勢手
術を実施せずに餌やりを行えば、繁殖し多頭飼育化を引き
起こす。
　多頭飼育や適正飼育ができないことで、不衛生な環境と
なるとともに、苦情や地域問題に発展する。精神的健康面
の問題から、動物虐待に発展するケースも見られる。これ
らはさらに社会的孤立を加速させる要素になる。危険な犬
が放し飼いになっていることや、不衛生な環境は訪問サー
ビスの提供の妨げとなる。預け先がないことは、入院・施
設入所への不安を増大させ、実際に入院や施設入所が必要

な場合でも、拒否することにつながる。
　動物 NPO が介入する場合にも、判断力が低下していれ
ば、適正飼育の指導内容がなかなかうまく伝わらないとい
う問題が発生する。動物の預け先がない場合には、NPO
が無償で預かるケースも少なくないが、コスト負担は
NPO 持ちである。多頭飼育の介入においては、医療費に
ついても NPO が負担することが少なくない。

深刻化を防ぐ、早期介入の重要性

　判断力が低下し、適正飼育ができなくなっても早い段階
で支援が行えれば、不衛生な環境に陥ることを防ぐことが
できる。多頭飼育化する前に不妊去勢手術を実施すれば、
それ以上増えることはなく、適正飼育しやすい状態となる。
野良猫への餌やりも同様である。預け先がないという課題
については、あらかじめ、近所の方に相談するなど、一時
預かりできるつながりを作っておくことである程度は対応
できるかもしれない。
　いずれの場合も、問題が深刻化する前に、支援を開始す
ることが重要である。

「生活困窮者のペット飼育問題の構造」
〜生活困窮者の適正な飼育を可能にする、持続可能な解決策〜
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　生活困窮者のペット飼育問題については環境省が主導し
「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン」
が策定された。作成に向けた検討会では、厚生労働省から
担当者がオブザーバーとして参加してはいるが、あくまで
も環境省の管轄としての取り組みであった。
　生活困窮者のペット飼育問題を「福祉サービスの提供に
関する課題」として捉えるならば、社会福祉を所管する、
厚生労働省の審議会等で検討されるべきである。
　国は、厚生労働省が主導し、社会福祉法・介護保険法の
枠組みの中で、サービス提供困難事例としてのペット飼育
問題について、その解決策の検討を行っていくべきである。

　地域包括ケアは、重度な要介護状態となっても住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが
できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体
的に提供されることを指す。
　各地域の医療機関や、施設、ＮＰＯ等の地域包括ケアの
担い手の状況は地域によって異なるため、市町村による柔
軟な運用が求められている。また、ケアの質を高めるため
に、地域ケア会議の実施等による地域ごとの課題の把握や、
地域資源との連携が重要であると指摘されている。
　ペット飼育問題への対応は、地域包括ケアの理念を実現
するために必要不可欠なパーツである。地域ケア会議の実
施の際に、地域の動物 NPO の参加を促す等、ペットの専
門家との連携を促す取り組みが必要である。
　しかし、連携を持てば解決とはならない。ペット飼育問
題を動物 NPO に丸投げしたとしても、その負担をこうむ
るのは動物 NPO である。ボランティア中心の組織も少な
くない中で、過度な負担は、動物 NPO の持続的活動を損
ないかねない。特に動物の医療費負担は非常に重い。
　地域包括ケアの一部を担い、福祉サービスの提供の妨げ
となる問題を解決する動物 NPO に対し、委託等の形で、
目に見える立場を与え、予算措置を行うことは、各自治体
に必要とされる取り組みではないだろうか。

　連携の枠組みや方針を示すのは自治体の役割であるが、
実際に動物 NPO との連携関係を持つのは、地域包括支援
センターをはじめとした、社会福祉関係事業所である。
　最も重要な役割は、ペット飼育問題を発生させる可能性
のある利用者に対する、早期介入への道筋をつけることで
はないだろうか。早期介入ができれば、多頭飼育や不衛生
な環境となる前に適正飼育の指導ができるため、対応コス
トは小さい。また、利用者から動物を取り上げることなく、
一緒に暮らしていくサポートも行いやすくなる。
　動物 NPO との情報交換、信頼構築に前向きに取り組ん
でいただきたい。

　動物 NPO の課題は、組織的にも財政的にも基盤が脆弱
である点である。
　自治体が、委託等の形で事業化しようとしても、委託
先となる動物 NPO が法人化されていない等、組織基盤が
整っておらず、自治体との契約が行えなければ、ボランティ
アとしての支援の域を超えることはできない。
　動物 NPO は、社会に必要とされる活動をしているから
こそ、その持続可能性を確保する必要がある。目の前の動
物を助ける活動だけではなく、組織基盤の強化にも取り組
んでいかなければならない。
　組織基盤の強化とは、具体的には、法人化すること、
NPO 法・一般法人法等の法律に則った運営を行うこと、
適正な会計処理を行うこと、決算書・事業報告書等の情報
開示を行うこと、各種規約を整え規約に沿った運営を行う
こと等が挙げられる。
　自治体と契約を行えるレベルの動物 NPO が増えていく
ことで、具体的な協働を行うことが可能になる。それらの
事例が積み重なっていくことで、社会福祉の中に、あるい
は、地域包括ケアの中に、ペット飼育支援が位置づけられ
るようになるのではないだろうか。

【国に対する提言】
社会福祉分野の中での検討を

【社会福祉関係事業所に対する提言】
動物関係 NPO との連携強化、早期介入を

【地方自治体に対する提言】
地域包括ケアの中にペット飼育対応を

【動物関係 NPO に対する提言】
委託を受けられるような基盤整備を2 4

1 3

「課題解決のための４つの提言」
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